
営業許可申請（新規）営業許可申請（新規）営業許可申請（新規）営業許可申請（新規） 【第３号様式(第６条関係)】【第３号様式(第６条関係)】【第３号様式(第６条関係)】【第３号様式(第６条関係)】
手続き手続き手続き手続き ※施設基準等は※施設基準等は※施設基準等は※施設基準等は、、、、「飲食店営業・簡易営業・自動車関係食品営業を始められる方「飲食店営業・簡易営業・自動車関係食品営業を始められる方「飲食店営業・簡易営業・自動車関係食品営業を始められる方「飲食店営業・簡易営業・自動車関係食品営業を始められる方へ」でご確認下さい。へ」でご確認下さい。へ」でご確認下さい。へ」でご確認下さい。

①許可の必要な業種を新たに開業・追加するとき①許可の必要な業種を新たに開業・追加するとき①許可の必要な業種を新たに開業・追加するとき①許可の必要な業種を新たに開業・追加するとき

②個人営業から法人営業、法人営業から個人営業など営業者が変わるとき②個人営業から法人営業、法人営業から個人営業など営業者が変わるとき②個人営業から法人営業、法人営業から個人営業など営業者が変わるとき②個人営業から法人営業、法人営業から個人営業など営業者が変わるとき

申請対象申請対象申請対象申請対象 （相続による承継、法人の合併・分割による承継を除く）（相続による承継、法人の合併・分割による承継を除く）（相続による承継、法人の合併・分割による承継を除く）（相続による承継、法人の合併・分割による承継を除く）
③店舗の経営を譲り受けるとき③店舗の経営を譲り受けるとき③店舗の経営を譲り受けるとき③店舗の経営を譲り受けるとき

④店舗を移転したり、大規模な改築を行うとき④店舗を移転したり、大規模な改築を行うとき④店舗を移転したり、大規模な改築を行うとき④店舗を移転したり、大規模な改築を行うとき

申請様式申請様式申請様式申請様式

・営業許可申請書・営業許可申請書・営業許可申請書・営業許可申請書

・営業施設の概要・営業施設の概要・営業施設の概要・営業施設の概要(付近見取図および施設平面図(当日記載または図面添付))(付近見取図および施設平面図(当日記載または図面添付))(付近見取図および施設平面図(当日記載または図面添付))(付近見取図および施設平面図(当日記載または図面添付))
・登記事項証明書・登記事項証明書・登記事項証明書・登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ。発行後おおむね６ヶ月以内）(申請者が法人の場合のみ。発行後おおむね６ヶ月以内）(申請者が法人の場合のみ。発行後おおむね６ヶ月以内）(申請者が法人の場合のみ。発行後おおむね６ヶ月以内）
・食品衛生責任者を証する書類・食品衛生責任者を証する書類・食品衛生責任者を証する書類・食品衛生責任者を証する書類

提示書類提示書類提示書類提示書類 （調理師･製菓衛生師等の免許証、食品衛生責任者養成講習修了証又は食品衛（調理師･製菓衛生師等の免許証、食品衛生責任者養成講習修了証又は食品衛（調理師･製菓衛生師等の免許証、食品衛生責任者養成講習修了証又は食品衛（調理師･製菓衛生師等の免許証、食品衛生責任者養成講習修了証又は食品衛(原本提示)(原本提示)(原本提示)(原本提示) 生責任者プレート等、氏名・資格番号・生年月日を確認出来るもの)生責任者プレート等、氏名・資格番号・生年月日を確認出来るもの)生責任者プレート等、氏名・資格番号・生年月日を確認出来るもの)生責任者プレート等、氏名・資格番号・生年月日を確認出来るもの)※有資格者がいない場合は、次回開催の養成講習会を受講して下さい。※有資格者がいない場合は、次回開催の養成講習会を受講して下さい。※有資格者がいない場合は、次回開催の養成講習会を受講して下さい。※有資格者がいない場合は、次回開催の養成講習会を受講して下さい。
・水道水以外を使用する場合、水質検査成績書・水道水以外を使用する場合、水質検査成績書・水道水以外を使用する場合、水質検査成績書・水道水以外を使用する場合、水質検査成績書(食品製造用水の基準(26項目)及び残留塩素濃度を測定し、基準に適合してい(食品製造用水の基準(26項目)及び残留塩素濃度を測定し、基準に適合してい(食品製造用水の基準(26項目)及び残留塩素濃度を測定し、基準に適合してい(食品製造用水の基準(26項目)及び残留塩素濃度を測定し、基準に適合していること)ること)ること)ること)※清涼飲料水製造業については、この他に個別基準が適用されますので、※清涼飲料水製造業については、この他に個別基準が適用されますので、※清涼飲料水製造業については、この他に個別基準が適用されますので、※清涼飲料水製造業については、この他に個別基準が適用されますので、事前にお問い合わせ下さい。事前にお問い合わせ下さい。事前にお問い合わせ下さい。事前にお問い合わせ下さい。

手数料手数料手数料手数料

業種毎に異なります。奈良県収入証紙で納入して下さい。業種毎に異なります。奈良県収入証紙で納入して下さい。業種毎に異なります。奈良県収入証紙で納入して下さい。業種毎に異なります。奈良県収入証紙で納入して下さい。※※※※保健所内食品衛生協会又は南都銀行本支店（一部支店を除く）で販売しています。保健所内食品衛生協会又は南都銀行本支店（一部支店を除く）で販売しています。保健所内食品衛生協会又は南都銀行本支店（一部支店を除く）で販売しています。保健所内食品衛生協会又は南都銀行本支店（一部支店を除く）で販売しています。※丸ふぐの取扱い､牛刺し等の生食用食肉の取扱い､仕出し･弁当の調製等には※丸ふぐの取扱い､牛刺し等の生食用食肉の取扱い､仕出し･弁当の調製等には※丸ふぐの取扱い､牛刺し等の生食用食肉の取扱い､仕出し･弁当の調製等には※丸ふぐの取扱い､牛刺し等の生食用食肉の取扱い､仕出し･弁当の調製等には、、、、基準があり基準があり基準があり基準があり、、、、事前に手続きを行う必要があります。詳細については、保健所にお尋ね下さい。事前に手続きを行う必要があります。詳細については、保健所にお尋ね下さい。事前に手続きを行う必要があります。詳細については、保健所にお尋ね下さい。事前に手続きを行う必要があります。詳細については、保健所にお尋ね下さい。
◆申請スケジュールは、次のとおりです。◆申請スケジュールは、次のとおりです。◆申請スケジュールは、次のとおりです。◆申請スケジュールは、次のとおりです。

事 前 相 談 ：構造設備の変更が可能な段階で、ご相談下さい。事 前 相 談 ：構造設備の変更が可能な段階で、ご相談下さい。事 前 相 談 ：構造設備の変更が可能な段階で、ご相談下さい。事 前 相 談 ：構造設備の変更が可能な段階で、ご相談下さい。

・どのような食品をどのような形態で提供したいのか、ご検討下さい。・どのような食品をどのような形態で提供したいのか、ご検討下さい。・どのような食品をどのような形態で提供したいのか、ご検討下さい。・どのような食品をどのような形態で提供したいのか、ご検討下さい。

※同じ食品でも、営業形態により許可の種類が異なる場合があります。※同じ食品でも、営業形態により許可の種類が異なる場合があります。※同じ食品でも、営業形態により許可の種類が異なる場合があります。※同じ食品でも、営業形態により許可の種類が異なる場合があります。(例)そうざいを製造し、製造施設の店頭で販売 → 飲食店営業(例)そうざいを製造し、製造施設の店頭で販売 → 飲食店営業(例)そうざいを製造し、製造施設の店頭で販売 → 飲食店営業(例)そうざいを製造し、製造施設の店頭で販売 → 飲食店営業そうざいを製造し、他の店舗の店頭で販売 → そうざい製造業そうざいを製造し、他の店舗の店頭で販売 → そうざい製造業そうざいを製造し、他の店舗の店頭で販売 → そうざい製造業そうざいを製造し、他の店舗の店頭で販売 → そうざい製造業
・工事着工前の早い段階で、店舗平面図を持参の上ご相談下さい。・工事着工前の早い段階で、店舗平面図を持参の上ご相談下さい。・工事着工前の早い段階で、店舗平面図を持参の上ご相談下さい。・工事着工前の早い段階で、店舗平面図を持参の上ご相談下さい。※施設・設備が基準に合わない場合は、計画変更が必要になります。※施設・設備が基準に合わない場合は、計画変更が必要になります。※施設・設備が基準に合わない場合は、計画変更が必要になります。※施設・設備が基準に合わない場合は、計画変更が必要になります。※既存許可施設の営業譲渡による申請であっても、(旧営業者等の手洗い設備無※既存許可施設の営業譲渡による申請であっても、(旧営業者等の手洗い設備無※既存許可施設の営業譲渡による申請であっても、(旧営業者等の手洗い設備無※既存許可施設の営業譲渡による申請であっても、(旧営業者等の手洗い設備無断撤去等で)基準不適合な物件は、改善措置が必要です。断撤去等で)基準不適合な物件は、改善措置が必要です。断撤去等で)基準不適合な物件は、改善措置が必要です。断撤去等で)基準不適合な物件は、改善措置が必要です。

申請書の提出 ：営業開始の10営業日前までに、書類一式と手数料を揃えて、申請申請書の提出 ：営業開始の10営業日前までに、書類一式と手数料を揃えて、申請申請書の提出 ：営業開始の10営業日前までに、書類一式と手数料を揃えて、申請申請書の提出 ：営業開始の10営業日前までに、書類一式と手数料を揃えて、申請

してください。してください。してください。してください。※簡易営業(露店)､自動車営業は、申請時に施設持参でご来庁下さい。※簡易営業(露店)､自動車営業は、申請時に施設持参でご来庁下さい。※簡易営業(露店)､自動車営業は、申請時に施設持参でご来庁下さい。※簡易営業(露店)､自動車営業は、申請時に施設持参でご来庁下さい。
・構造設備などが基準に合致しているか、書面審査を行います。・構造設備などが基準に合致しているか、書面審査を行います。・構造設備などが基準に合致しているか、書面審査を行います。・構造設備などが基準に合致しているか、書面審査を行います。

施設の調査 ：調査日は、申請時に相談のうえ決定します。施設の調査 ：調査日は、申請時に相談のうえ決定します。施設の調査 ：調査日は、申請時に相談のうえ決定します。施設の調査 ：調査日は、申請時に相談のうえ決定します。

・現地調査により、構造設備などが基準に適合しているかを確認します。・現地調査により、構造設備などが基準に適合しているかを確認します。・現地調査により、構造設備などが基準に適合しているかを確認します。・現地調査により、構造設備などが基準に適合しているかを確認します。

・施設に不備があれば、改善されるまで許可できません。・施設に不備があれば、改善されるまで許可できません。・施設に不備があれば、改善されるまで許可できません。・施設に不備があれば、改善されるまで許可できません。

許可証の交付 ：交付日は、現地調査の７営業日以降です。許可証の交付 ：交付日は、現地調査の７営業日以降です。許可証の交付 ：交付日は、現地調査の７営業日以降です。許可証の交付 ：交付日は、現地調査の７営業日以降です。

・調査時にお渡しする「許可証引換証」と受領者の認印をお持ち下さい。・調査時にお渡しする「許可証引換証」と受領者の認印をお持ち下さい。・調査時にお渡しする「許可証引換証」と受領者の認印をお持ち下さい。・調査時にお渡しする「許可証引換証」と受領者の認印をお持ち下さい。

※「営業許可証」は、店舗の見やすい場所に、食品衛生責任者の資格証またはプレ※「営業許可証」は、店舗の見やすい場所に、食品衛生責任者の資格証またはプレ※「営業許可証」は、店舗の見やすい場所に、食品衛生責任者の資格証またはプレ※「営業許可証」は、店舗の見やすい場所に、食品衛生責任者の資格証またはプレ

ートとともに掲示して下さい。ートとともに掲示して下さい。ートとともに掲示して下さい。ートとともに掲示して下さい。


